
「博多湾環境保全計画（第二次）（原案）」に対する 

パブリック・コメントの実施結果 

 
１ 実施の趣旨 

 「博多湾環境保全計画（第二次）」の策定にあたり，広く市民の意見を反映さ

せるため，原案の内容を公表し，市民意見の募集を行った。 
 
２ 実施方法 

（１）期間 
平成 28 年７月６日（水）～平成 28 年８月５日（金） 

（２）閲覧・配布場所 
環境局環境調整課，情報公開室，情報プラザ， 
各区役所情報コーナー・出張所，まもるーむ福岡 

（３）意見提出方法 
窓口提出，郵送，ファックス，電子メール 

（４）市民意見募集の周知方法 
市政だより，福岡市ホームページ，イベント等での周知 

 
３ 意見提出状況と概要 

（１）意見の提出状況 
 意見提出数   ２通 

 意見の件数  １０件 
＜内訳＞ 
計画全体に関する意見                       １件 

「第１章 博多湾の現状と課題」に関する意見             ５件 
「第２章 博多湾環境保全計画（第二次）がめざすもの」に関する意見  ２件 
「第３章 取組み内容」に関する意見                 １件 
「第４章 計画の推進体制」に関する意見               １件 

 
（２）意見の要旨と対応  別紙のとおり 

 
４ 意見への対応 

①意見を踏まえ修正 ３件 
②原案どおり    ７件 



「博多湾環境保全計画（第二次）（原案）」に対する意見の要旨と対応

章 節 項 区分 理由等

3

（１）博多湾の特徴 「平均潮位の上昇がみられる」は満潮時・干潮時共に潮
位が上がっている状態のことを言うのか。

意見を踏まえ
修正

「平均潮位」は潮の干満に伴い時間変化する潮位の平均値のことで，
近年，満潮時や干潮時を通して潮位が高くなっており，平均潮位の上
昇がみられています。３ページの「平均潮位」を「年平均潮位」に修
正し，その注釈として，「年平均潮位は，潮の干満に伴い時間変化す
る潮位の年間平均値です。近年，満潮時や干潮時を通して潮位が高く
なっており，年平均潮位の上昇がみられています。」を追加しまし
た。また，潮位の位置がわかるように，図1-2に注釈で年平均潮位の
基準位置の説明を追加しました。

5

（１）博多湾の特徴 宮浦北部の藻場にワカメ・アラメ・ホンダワラ類が分布
しているという記載があるが，実際に観測したところカ
ジメのみ生息している。

原案どおり ５ページ・図1-5に記載のとおり，平成16，21年度の現地調査に基
づき，藻場の分布図を作成しております。今後，モニタリングの実施
等により，最新の藻場の分布状況の把握に努めてまいります。

9

（２）博多湾流域
　　　の状況

用語説明が必要（“公共下水道”“流域下水道”“農業
集落排水事業”“漁業集落環境整備事業”）

意見を踏まえ
修正

ご意見を踏まえ，「農業集落排水事業」及び「漁業集落環境整備事
業」の用語の説明を資料編に追加しました。なお，「公共下水道」，
「流域下水道」の用語の説明については記載済です。

22

環形動物，軟体動物を含んだ場合，生物の種類は90種類
以上は間違いなく生息しているのではないか。

意見を踏まえ
修正

ご意見を踏まえ，22ページの「・・・底生生物
※

（約40～90種）
や，ヒイラギやカタクチイワシ，ヒメガザミなどの魚類や甲殻類が生

息しています。」を，「・・・底生生物
※

は各地点で約40～90種が
確認されており，ヒイラギやカタクチイワシ，ヒメガザミなどの魚類
や甲殻類も生息しています。」に修正しました。

23

「海草類のアマモ場周辺において多くの種類の魚類など
が利用している様子が確認されています」という記載が
あるが，アマモ場周辺には多くの種類ではなく，決まっ
た種類の生物が生息していると思う。

原案どおり アマモ場周辺では決まった種の出現個体数が多いものの，資料編47
ページ・図57に記載しているように，決まった種に限らず多くの種
類の魚類が毎年出現しております。

40

（１）博多湾の
　　　将来像

「漁業等による健全な物質循環」という表現はキレイ事
に感じる。人間の生活を通して自然を破壊しているから
こそ，改善に徹するという表現のほうが適していると思
う。

原案どおり 水産業は，漁獲により海域へ流入した窒素やリンを陸域に回収するリ
サイクル・プロセスや，有機物を餌とする魚介類が水中のCOD削減機
能を果たすなどの環境保全機能を持っています。この環境保全機能の
一つとして，53ページに記載のとおり，陸域から供給された人の生
活に由来する栄養塩を魚介類などの水産資源が体内に取り込んで育
ち，漁業などにより陸上に回収して，再び海域へと栄養塩を供給する
機能は，陸と海との栄養塩の物質循環の効率を高める効果があると考
え，「漁業等による健全な物質循環」が行われることを将来像として
おります。

43

（２）計画目標像 岩礁海域の計画目標像をより具体的にするべきである。
岩礁海域の情報量が干潟等と比較すると少なすぎるよう
に感じる。

原案どおり 本計画の計画目標像に基づき，岩礁海域を含め海域ごとに目標値を設
定することを今後検討してまいります。また，モニタリングの実施等
により，岩礁海域に係る情報の把握に努めてまいります。

61

第３章
取組み内容

６ 浅海域 （１）博多湾流域
　　　における対策

（１）博多湾流域における対策と（２）博多湾における
対策について，それぞれ独立した対策を行い，それぞれ
の結果を連動させていくのか。

原案どおり 45～46ページに記載のとおり，将来像および計画目標像を実現する
ため，課題を踏まえた施策の方向性に基づき，施策を体系的に推進す
ることとしております。その中で，施策を実施場所となる流域と海域
に分けて，「博多湾流域における対策」，「博多湾における対策」と
して整理しております。

第２章
博多湾環境保全
計画（第二次）
がめざすもの

もくじ

５ 将来像と
　 計画目標像

頁 意見要旨
意見への対応

第１章
博多湾の現状
と課題

１ 博多湾の現状

（４）博多湾に
　　　生息・生育
　　　する生物

別紙 



「博多湾環境保全計画（第二次）（原案）」に対する意見の要旨と対応
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もくじ
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別紙 

67

第４章
計画の推進体制

１ 計画の推進
　 体制の充実
２ 各主体との
　 連携

未だ水中ごみは所有者不明につき処理対応が難しいとい
う状況があるのは問題である。市民と意識共有をしなが
ら，海底ごみ問題の解決を急ぐべきである。

原案どおり 55ページに記載のとおり，本市では，漁業者と協力して海底ごみ対
策に取り組んでまいります。また，市民に対しては，73ページに記
載のとおり，博多湾に流れ込むごみを減らすために，河川や海にごみ
を捨てないことなどを啓発してまいります。ご意見は今後の参考とさ
せていただきます。

-

その他 今津や西区に関する記述を増やしていただけたらと思
う。

原案どおり 今津干潟は多様な生物の生息の場として貴重な場所であることから，
58ページに記載のとおり，地域住民を主体とし，市民団体などと共
働で里海保全再生活動を行ってまいります。
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